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国際のＥＴＦ　ＶＩＸ短期先物指数

【届出の対象とした募集（売出）内国投

資信託受益証券の金額】
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【縦覧に供する場所】
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 

平成29年２月13日付をもって提出した有価証券届出書（平成29年３月14日付をもって提出した有価証券

届出書の訂正届出書により訂正済みです。）の記載事項のうち、投資信託約款の重大な内容の変更（受

益権併合および主要投資対象の変更）を行うべく、法令の規定に従い書面決議の手続きの実施に伴う訂

正事項がありますので、これの訂正を行うものです。
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２【訂正の内容】

 

「第一部　証券情報（12）その他」については、＜訂正後＞の全文を記載します。

 

＜訂正後＞

第一部【証券情報】
　

（１２）【その他】

①　申込みの方法

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売

会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所

定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。

②　日本以外の地域における発行

該当事項はありません。

③　その他留意事項

ａ．金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商

品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）

等における取引の停止、外国為替取引の停止、取得申込に伴うファンドの主要投資対象

である指数連動有価証券
＊
への投資ができない場合、その他やむを得ない事情があると

きは、取得の申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得の申込みの受付を

取消すことがあります。

＊　指数連動有価証券については、「第二部 ファンド情報　第１ ファンドの状況　１

ファンドの性格　（１）ファンドの目的及び基本的性格　④ファンドの特色」を

ご覧ください。

ｂ．申込代金には利息をつけません。

ｃ．振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11) 振替機関に関する事

項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものと

します。

ファンドの収益分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「(11) 振替機関に関

する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

（参考）

投資信託振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシ

ステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳

簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券

は発行されません。

 

〔受益権の併合および主要投資対象の変更に関するお知らせ〕

※以下の内容は、平成29年５月23日付の適時開示情報を基に記載したものです。

 

委託会社は、当ファンドにつきまして、受益権の併合および主要投資対象の変更を行うために投

資信託約款の重大な内容の変更を行うべく、法令の規定に従い書面決議の手続きを行うことを予

定しています。当該書面決議においては、平成29年6月8日を基準日として設定し、当該基準日現

在の受益者名簿上の受益者を、当該書面決議における議決権を行使できる受益者と定めました。

 

・当ファンドは、継続して東京証券取引所に上場され、売買取引は、引き続き行えます。
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・約款変更に関する書類のご送付

平成29年6月8日時点の受益者（当ファンドを保有されている方）に平成29年7月13日頃、約款

変更に関する書類をお送りします。具体的な手続きおよびそれに関するお問い合わせの方法

は、お送りする書類の中でご確認いただけます。

 

・当該約款変更にご同意いただける場合、特別なお手続きは必要ありません。

約款変更について賛否を問う書面決議を行いますが、議決権行使書面の返信をされない場合

は、法令等の規定に基づき、変更案に賛成とみなされますので、議案に賛成の受益者の方は、

何もお手続きいただく必要はありません。

 

 

＜重大な約款変更の概要＞

１．変更の概要

(1)受益権の併合

受益権の併合を行うことを可能にするための必要事項の記載を行います。あわせて当該変更

に付随する約款変更を行います。

平成29年9月14日時点の受益権を対象として、同年9月15日に200：1の比率で併合を行いま

す。（当該併合により、200口の受益権が1口となります。）なお、売買単位については変更

ありません。

 

①理由

適正な商品性の維持のため、当ファンドの受益権併合を実施します。

当ファンドの基準価額は当初設定時には13,092円でしたが、平成29年5月19日時点で114円と

なっています。基準価額が低水準であることで、基準価額１円の変化が与える影響が相対的

に大きくなっています。当ファンドの適正な商品性の維持および投資家の皆さまがより適

正・円滑な形でお取引を行っていただけるよう受益権の併合を行うものです。

 

②実施日

書面決議で可決された場合、平成29年8月31日に上記に係る約款変更を行います。当該約款変

更を受け、平成29年9月15日に受益権併合を実施します。

なお、平成29年9月12日より、併合後の口数での売買を行っていただくこととなります。

 

③その他

《受益権併合の影響》

受益権併合により、受益権総口数は200分の1に減少することとなりますが、1口あたりの純

資産額は200倍となり、市況動向などの要因を除けば、理論的には、当該受益権の資産価値

が変動するものではありません。

 

《受益権併合後に1口未満の端数が生じる場合の取扱い》

受益権併合に伴い生じる1口に満たない端数部分については、一括して売却し、その売却代金

（端数処理代金）を端数が生じた受益者の方に対して、端数の持分に応じてお返しします。

 

■併合前の保有総口数が200口に満たない受益者の方
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全保有口数分の端数処理代金をお返しします。

 

■併合前の保有総口数が200口以上の受益者の方

受益権併合日（平成29年9月15日）をもって、200口の受益権が1口となります。

200口を整数倍した部分以外の口数（200口に満たない端数部分）につきましては、当該端

数部分の持分に相当する端数処理代金をお返しします。

 

《取得申込および一部解約請求受付の停止》

受益権併合にあたっては、取得申込および一部解約請求の受付を停止します。取得申込につい

ては平成29年9月13日および9月14日、一部解約請求については平成29年9月7日から9月14日の受

付を停止します。

なお、東京証券取引所における売買取引は通常通り行えます。

 

(2)主要投資対象の変更

主要投資対象を指数連動有価証券から、外国有価証券指数等先物取引に係る権利および米国国

債等に変更するものです。あわせて当該変更に付随する約款変更を行います。

 

①理由

金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2に規定される信用リスクの分散（以

下「分散投資規制」といいます。）に対応するため、主要投資対象を変更します。

分散投資規制とは、投資信託が抱える信用リスク（投資対象となる有価証券の発行体の元利金

返済能力の悪化により、元本および利子の支払を受けることができなくなるリスク）を制限す

るため平成26年12月1日に施行された規制です。当該規制については、施行日から起算して5年

間、適用除外となる経過措置期間が設けられており、期限である平成31年11月末までに対応す

る必要があります。

当ファンドは指数連動有価証券を主要投資対象としています。指数連動有価証券を主要投資対

象とし続ける場合、上記規制が求める水準での信用リスクの分散を図ることができないため、

主要投資対象を変更することで分散投資規制対応を図るものです。

 

②実施日

書面決議が可決された場合、主要投資対象の変更に係る約款変更の適用日は平成30年8月14日

となります。

 

受益者の皆様におかれましては、上記趣旨をご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。なお、上記の重大な約款変更の内容の詳細等につきましては、＜ご参考＞の投資信託約款

変更案の新旧対照表をご確認ください。

 

２．書面決議の実施
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上記(1)および(2)に関する約款の変更は、平成29年7月13日頃にお送りします書面決議のご案

内に基づき、議決権行使期間内（平成29年7月13日から平成29年8月1日）に賛成の意思表示を

された受益者（法令等の規定に基づき、意思表示を行わず賛成とみなされた方を含みます。）

が保有する平成29年6月8日現在の受益権口数が同日現在の議決権を行使することができる受益

者の受益権総口数の3分の2以上であった場合、平成29年8月3日に可決されます。

なお、上記の重大な約款変更にご同意いただける場合には、特別なお手続きは必要ありませ

ん。

 

３．書面決議に反対された受益者の買取請求

上記(1)または(2)の重大な約款変更に反対された受益者は、「投資信託及び投資法人に関する

法律第18条」に基づいて、平成29年8月4日から平成29年8月23日までの間に、当ファンドの受

託会社に対して、平成29年6月8日時点で保有する受益権について当該信託財産をもって買取る

ことを同社所定の手続きに基づいて請求することができます。

なお、書面決議に反対した受益者が必ず買取請求しなければならないわけではありません。
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＜約款変更に係る手続きおよび日程＞

日付 手続き内容

平成29年6月8日（木） 書面決議基準日

当該基準日現在の受益者名簿上の受益者をもって、書面

決議における議決権を行使できる受益者とします。

平成29年7月13日（木） 議決権行使書面の送付

議決権を行使できる受益者宛に約款変更に関する書類と

して「議決権行使書」、「書面決議参考書類」等を発送

します。（受益者は保有する受益権の口数に応じて議決

権を有します。）

約款変更に「反対」される場合には、同封する「議決権

行使書」の該当する議案の「否」の欄に丸印をつけてご

返送ください。

すべての約款変更の議案にご同意いただける場合、特別

なお手続きは必要ありません。（返送されなかったもの

については、法令等の規定により、賛成として取り扱わ

れます。）

平成29年8月1日（火） 議決権行使期限

議決権行使書返送の期限となり、当日までの到着分を

もって有効とします。（必着）

平成29年8月3日（木）

 

書面決議

「重大な約款変更」の可否の決定日となります。

平成29年8月1日（火）までに到着した「議決権行使書」

をもって書面決議を行います。

議決権を行使することができる受益者の総受益権口数の3

分の2以上が賛成であった場合に可決されます。

平成29年8月4日（金）

～8月23日（水）

買取請求期間

書面決議に反対の意思表示をされた受益者は当該期間に

保有する受益権の買取りを受託会社に請求することがで

きます。

買取請求対象となるのは平成29年6月8日時点の保有受益

権のうち、買取請求時点で保有する受益権に限ります。

書面決議に反対された受益者が必ず買取請求しなければ

ならないわけではありません。

平成29年8月31日（木） 約款変更適用日（受益権併合）

書面決議で可決された場合、受益権併合を行うことを可

能にするための約款変更が適用されます。

平成29年9月14日（木） 併合の対象となる受益権の確定日

受益権併合の対象となる受益権が確定します。

平成29年9月15日（金） 受益権併合日

変更後の約款に基づき、平成29年9月14日（木）現在の受

益権をもって、200：1の比率で併合を行います。（200口

の受益権を1口に併合します。）

平成30年8月14日（火） 約款変更適用日（主要投資対象の変更）

書面決議で可決された場合、主要投資対象の変更にかか

る約款変更が適用されます。

主要投資対象を指数連動有価証券から、外国有価証券指

数等先物取引に係る権利(VIX指数先物)および米国国債等

に変更します。

 

当ファンドの購入に際しては、本記載を十分にご認識の上、お申し込み下さいますよう

お願い申し上げます。
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